
能勢町農業委員会議事録 

 

１． 開催日時 令和５年１０月５日（木）午前１０時００分～１０時５０分 

 

２． 開催場所 能勢町役場 西館３階 会議室 

 

３． 出席委員 （１３人） 

 

        農業委員   １番 乾  義夫 

               ２番 今中 明 

               ３番 塚原 洋平 

               ５番 福井 明房 

               ６番 石塚 成子 

               ７番 早瀬 裕康 

               ８番 福中 繁信 

９番 成田 周平 

１０番 森畠 和志 

１１番 平田 守 

              １２番 龍見 敬明 

              １３番 原田 富生 

              

        推進委員   ６番 片瀬 良男 

７番 安木 勝幸 

 

４．議事日程 

 

議案第２２号について 農地法第３条の規定による所有権移転許可につい

て 

議案第２３号について 農地法第４条の規定による農地転用の許可につい

て 

議案第２４号について 農地法第４条の規定による農地転用の許可申請の

取下願について 

議案第２５号について 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農

用地利用集積計画に対する意見決定について 

その他について 



５．農業委員会事務局職員 

           

        事務局長 古畑 まき 

         事務局 辻本 龍馬 

 

６．会議の概要 

 

局 長   おはようございます。能勢町は栗のシーズンを迎えておりまして、

今週が栗の出荷のピークと農協・物産センターから聞いておりま

す。栗の出荷量については、例年より少ないとのことでした。１０

月１日にてっぺんフェスティバルを開催いたしました。ＪＡが銀

寄栗１００㎏を販売していました。それでは、開会にあたりまして

乾会長より挨拶の方よろしくお願いいたします。 

 

会 長   皆様、おはようございます。本日ご出席いただき、ありがとうござ

います。今年の夏は暑くて生産者である農家としては、命がけで農

業しないといけなくなってきておりますので、皆様工夫して健康

維持に心がけてください。１０月に入りまして、農地パトロール・

大阪府農業委員大会と皆様にはお世話になります。それでは慎重

審議に入ります。 

 

局 長   能勢町農業委員会会議規則第６条により、在任委員の過半数の出

席でございますので本日の会議は成立するものでございます。例

によりまして、議長は会長にお願いいたします。 

 

議 長   議事に移らせていただく前に欠席の届が、４番 辰野委員より出

ております。 

 

議 長   例によりまして、議事録の署名委員を私から指名させていただく

ことに賛成の方は、挙手願います。 

 

各委員   挙手 

 

議 長   全会一致であるため、私の方から指名させていただきます。今回の

署名委員につきましては、８番 福中委員、９番 成田委員にお願

いします。 



 

議 長   つづきまして、議案第２２号 農地法第３条の規定による所有権

移転について、事務局より説明願います。 

 

事務局   議案第２２号について説明 

 

議 長   事務局の説明が終わったわけですが、通常、農地利用最適化推進委

員に意見を求めますが、欠席のため事務局より代読をお願いしま

す。まず、初めに番号６についてお願いします。  

 

事務局   農地法第３条の規定による許可申請について意見書 

  

      譲渡人 ●● ●● 

      譲受人 ●● ●● 

      所在地 能勢町宿野▲▲▲ 田 １，２４３㎡ 

               ▲▲▲ 田 １，７７７㎡ 

               ▲▲▲ 田 １，１３２㎡ 

               ▲▲▲ 田 ３，９７０㎡ 

               ▲▲▲ 田 １，６１１㎡ 

               ▲▲▲ 畑   １６８㎡ 

               ▲▲▲ 畑   １４８㎡ 

               ▲▲▲ 畑   ３７３㎡ 

               ▲▲▲ 畑    ８６㎡ 

 

      ９月２６日に、現地確認を行いました。 

      譲渡人である●●氏は、当該申請地で農業を営む意向がないこと

から、以前から売買を希望されており、●●氏へ購入の相談があり

申請があったものです。取得後は、農業経営の規模拡大を目的に水

稲及び野菜の栽培を予定されています。所有権の移転後において

通作距離・機械・労働力・技術・地域との関係など問題ないと思わ

れ、許可要件は満たしておられます。以上、ご意見申し上げます。 

 

議 長   ご苦労様でした。つづきまして、番号７について、安木委員よりお

願いします。 

 

安木委員  農地法第３条の規定による許可申請について意見書 



 

      譲渡人 ●● ●● 

      譲受人 ●● ●● 

      所在地 能勢町天王▲▲▲ 田   ９５８㎡ 

               ▲▲▲ 畑    ５６㎡ 

               ▲▲▲ 田   １０５㎡ 

               ▲▲▲ 田 １，０２１㎡ 

 

      ９月２６日に、現地確認を行いました。 

      譲渡人である●●氏は、当該申請地で農業を営む意向がないこと

から、以前から売買を希望されており、●●氏へ購入の相談があり、

申請があったものです。取得後は、農業経営の規模拡大を目的に野

菜の栽培を予定されています。所有権の移転後において通作距離・

機械・労働力・技術・地域との関係など問題ないとおもわれ、許可

要件は満たしておられます。以上、ご意見申し上げます。 

 

議 長   ご苦労様でした。 

      地区担当委員より本件に対する意見をいただいたわけですが、他

の委員からご意見、ご質問はございませんか。 

 

福井委員  番号６・７に関係することですが、小さな農地を売却して農業がで

きるのか。 

 

事務局   ●●氏から田は無理であるが畑としては耕作できると聞いており

ます。事務局としましても本人が１～２年間、耕作していない場合、

１０月に行う農地パトロールで指導していきます。 

 

福井委員  わかりました。 

 

議 長   お諮りいたします。議案第２２号について申請のとおり許可する

ことにご賛成の方は挙手願います。 

 

各委員   挙手 

 

議 長   全会一致であるため、議案第２２号について申請のとおり許可す

ることといたします。 



 

議 長   つづきまして、議案第２３号 農地法第４条の規定による農地転

用の許可について事務局より説明願います。 

 

事務局   議案第２３号について説明 

 

議 長   事務局の説明が終わったわけですが、例のとおり農地利用最適化

推進委員に意見を求めます。まず初めに番号６について、安木委員、

お願いします。 

 

安木委員  農地法第４条の規定による許可申請について意見書 

 

      申請人 ●● ●● 

      申請地 能勢町山田▲▲▲ 田 ８３９㎡の内３４６．２７㎡ 

      転用目的 宅地 

    

      ９月２６日に、現地確認を行いました。 

      この申請の転用目的としましては、宅地として転用するものです。

申請理由については、現在の住宅が、土砂災害防止法土砂災害特別

警戒区域内に立地しているため、土砂災害特別警戒区域外である

申請地に宅地を移転するため転用申請を行うものです。また、隣接

農地への影響につきましては、関係者から同意を得ており問題な

いと思われます。また、現地での聞き取り及び計画図での確認の結

果、転用面積は必要最小限度であり、要件を満たしていると思われ

ます。以上、ご意見申し上げます。 

 

議 長   ありがとうございました。つづきまして、番号７について、農地利

用最適化推進委員が不在のため事務局よりお願いいたします。 

 

事務局   農地法第４条の規定による許可申請について 

 

      申請人 ●● ●● 

      申請地 能勢町宿野▲▲▲ 畑  １３㎡ 

               ▲▲▲ 田 １０５㎡ 

               ▲▲▲ 田  ９９㎡ 

      転用目的 宅地 



 

      ９月２６日現地確認を行いました。 

      この申請につきましては、転用の追認案件となっております。経過

としましては、当該地には現在、住宅が建っており、申請人の父が

建てているとのです。その当時に、ハウスメーカーに建築確認や他

法令の手続きを一任しておりましたが、今回登記を確認したとこ

ろ地目が田及び畑のままであることがわかったため、転用許可申

請の追認を行うものです。なお、今回の転用は、すでに行われてお

りますので始末書を提出されております。また、今回の農地転用に

ついては、必要最小限度であり、要件を満たしていると思われます。

以上、ご意見申し上げます。 

 

議 長   ありがとうございました。つづきまして、番号８について、安木委

員よりお願いします。 

 

安木委員  農地法第４条の規定による許可申請について意見書 

 

      申請人 ●● ●● 

      申請地 能勢町垂水▲▲▲ 畑  ８９㎡ 

               ▲▲▲ 畑 ２７１㎡ 

               ▲▲▲ 畑  ６６㎡ 

               ▲▲▲ 畑 １３２㎡ 

      転用目的 宅地 

 

      ９月２６日現地確認を行いました。 

      この申請につきましては、当該地には現在、住宅が建っており、申

請人の父が建てているとのことです。その当時に、ハウスメーカー

に建築確認や他法令の手続きを一任にておりましたが、今回登記

を確認したところ地目が畑のままであることがわかったため、転

用許可申請の追認を行うものです。なお、今回の転用は、すでに行

われておりますので、始末書を提出されております。また、今回の

農地転用については、必要最小限度であり、要件を満たしていると

思われます。以上、ご意見申し上げます。 

 

議 長   ご苦労様でした。各担当委員より本件に対する意見をいただいた

わけですが、他の委員からご意見、ご質問はございませんか。 



 

各委員   なし。 

 

議 長   それではお諮りいたします。議案第２３号について申請のとおり

許可することに賛成の方は挙手願います。 

各委員   挙手。 

 

議 長   全会一致であるため、「許可やむを得ない」として、大阪府農業会

議へ意見聴取いたします。 

 

議 長   つづきまして、議案第２４号 農地法第４条の規定による農地転

用の許可申請の取下願について事務局より説明願います。 

 

事務局   議案第２４号について説明。 

 

議 長   事務局の説明が終わったわけですが、他の委員からご意見、ご質問

はございませんか。 

 

各委員   なし。 

 

議 長   ないようですので、お諮りいたします。議案第２４号について取下

願を受理することに賛成の方は挙手願います。 

 

各委員   挙手。 

 

議 長   全会一致であるため、議案第２４号について取下願を受理するこ

とといたします。 

 

議 長   つづきまして、議案第２５号 農業経営基盤強化促進法１８条の

規定による農用地利用集積計画に対する意見決定について事務局

より説明願います。 

 

事務局      議案第２５号について説明。 

 

議 長   事務局の説明が終わったわけですが、ご意見ございませんか。 

 



議 長   ないようですので、お諮りいたします。議案第２５号 農用地利用

集積計画については、原案どおり承認することに賛成の方は挙手

願います。 

各委員   挙手。 

 

議 長   全会一致であるため、原案どおり承認することにいたします。 

 

議 長   つづきまして、その他の案件について事務局より説明願います。 

 

事務局   次回の総会の日程について 

 

      日  時：１１月６日（月）午前１０時より 

      会  場：役場西館３階 会議室 

 

議 長   他の委員からのご意見はありませんか。 

 

福井委員  追認の転用の件ですが、大阪府農業委員会はどのように考えてお

られるのか。 

 

事務局   農地法は、昭和２７年に施行されています。それ以降であれば、正

式に農業委員会へ地目変更することになります。昭和２７年以前

の建物に関しては、２条の現況証明や法務局の照会など可能であ

ります。大阪府の職員研究会がありまして議論になっておりまし

て各市町村でも対応が違うこともあり、能勢町としましては、昭和

２７年以降は、転用届を提出していただき昭和２７年以前で建っ

ている証拠、固定資産税評価表とか国土地林で航空写真など、この

集落にありましたという根拠がない限りは法務局での照会は、受

付していません。 

 

原田委員  地域計画アンケート調査は、どれくらい進行していますか。 

 

事務局   現在、アンケート情報を入力中でございます。今年度中には、デー

タ入力が終了予定です。出来次第、農業委員会の皆様には確認して

いただき、地区ごとに今後の進め方を相談させていただけたらと

思っております。アンケートが全件返答されていませんので、抜け

ているところもあります。電話等で確認はしていきたいと思って



おりますが、１００％の地図ではないということであります。 

 

議 長   実際に問題が色々と出てくると思いますし、その度、農業委員会で

意見し相談していただくとありがたいです。 

 

議 長   他の委員からのご意見はありませんか。 

 

各委員   なし。 

 

議 長   以上で本日の案件は、すべて終了いたしました。  

      ありがとうございました。  


